
平成21年度 京都府立聾学校「学校経営計画」

学校経営方針 昨年度の成果と課題 本年度学校経営の重点

聴覚に障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的 （成果） (1)「読み 「書き」を中心とした言語力」、
、 。ニーズに応じ、障害による学習上又は生活上の困難 の向上を図り 質の高い学力を育成する

を改善・克服し自立を図るために個性や能力の伸長 (1) 中学部・高等部において、校時表を
に努め、生涯にわたって心豊かでたくましく生きる 改訂し、指導を行った。 (2)保護者の多様な教育的ニーズに対応す
力を培う。 るため、手話の有効活用等について研究
(1)基本的人権と生命の尊さについて理解し、他人 (2) 京都府聴覚支援センター業務の専門 ・研修を進め、授業改善に努める。
を思いやる心と、たくましく生きる力の育成に努 性の向上と円滑な運営を図り関係機関
める。 との連携を推進した。 (3) 学校行事等の精選を図り、授業時数の
(2)自然に親しみ、豊かな心とからだを育てるとと 確保に努める。
もに 健康と安全に対する日常的な実践力を養う (3) 平成21年度の全国聾学校陸上競技大、 。
(3)自立し、社会参加するために必要な知識や技能 会の主管校として実行委員会を設置し (4) 地域連携協議会の充実を図り京都府聴、
及び態度を養い、希望する進路の実現に努める。 準備を進めた。 覚支援センター業務の専門性の向上と円
(4)自ら学ぶ意欲を育て、言語の発達を豊かにする 滑な運営を行う。
とともに、基礎学力の充実・向上を図る。

(5)個別の指導計画に基づいて効果的な指導を進め （課題） (5) 本年度の全国聾学校陸上競技大会の主、
基本的な生活習慣を養い、心身の調和的発達の基 (1) 幼児児童生徒の学力・体力向上の取 管校として、関係機関と連携しながら実
盤を培う。 組を充実する。 施する。
(6)個別の教育支援計画をツールとして、医療、福
祉、労働等関係機関との連携を深める。 (2) 保護者の多様な教育的ニーズに応え (6) 今後の京都府立聾学校の在り方につい
(7)幼児児童生徒や保護者及び地域社会の教育的ニ ていく。 て、検討を行い具体的な取組に繋げてい
ーズに応える教育に努め、聴覚障害児教育のセン く。
ター的な役割を推進する。 (3) 今後の京都府立聾学校の在り方につ
(8)地域社会や諸学校との連携を深め、交流及び共 いて、具体的な検討を行う。
同学習を推進する。
(9)情報教育を積極的に推進し、情報及び情報手段

、 。を主体的に選択 活用する能力と態度を育成する
(10)多様な教育的ニーズに応えるため、指導者とし

ての専門性の向上に努める。

「 」「 」 、 。次 年 度 に 読み 書き 等の豊かな日本語の習得を図り 幼稚部から高等部まで質の高い学力を育成することが今後も重要である
向けた改善の また、手話の有効活用について全校的な教育実践や研修を進めているところであるが、さらに研修・研究・実践を積んで
方 向 性 いきたい。京都府聴覚支援センターにおいては保育士・保健師との連携により、乳幼児への支援が広がってきた。来年度

も保護者相談支援など具体的な支援が広がるよう取り組んでいきたい。今後の京都府立聾学校の在り方について具体的な
検討を進め、関係機関との連携を深めて確かな学校作りを更に推進したい。
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平成２１年度 京都府立聾学校 学校評価項目一覧

評価領域 重 点 目 標 具 体 的 方 策 評 価 成果と課題
1 組織･運営 (1)学校経営計画に基づいた組織 ａ）学校経営計画の重点等の実現と連動した学部・分掌等の活動 B 全国聾学校陸上競

的・計画的な学校運営を確立す (計画･実施･評価･改善)を実施する。 B 技大会が大成功であ
る。 ｂ）学校経営計画の実現と連動した教職員評価を実施する。 B った。各担当が生き

(2)外部評価を取り入れ、開かれ ａ）学校評価についてホームページにより公表する。 B B 生きと仕事ができた
た学校運営をすすめる。 ｂ）保護者アンケートを実施し、教育的ニーズを把握する。 B B 成果を今後に生かし

ｃ）学校評議員による評価を実施し、学校経営に活かす。 B ていきたい。外部評
(3) 特別支援教育を推進する組織 ａ）企画調整会議等を活用して、今後の京都府立聾学校の在り方 価では保護者アンケ
･運営体制を図る。 について検討する。 A A ートを実施して、保

ｂ）平成21年度の全国聾学校陸上競技大会の主管校として準備を 護者それぞれの意見
進める。 を聞いた。

2 教育課程 (1) 一人一人の教育的ニーズに応 ａ）個々の障害の特性、学習の状況、教育歴等について的確に把 個別の指導計画や個
じた適切な教育課程を編成す 握する。 B B 別の教育支援計画の
る。 ｂ）適切な教育課程の編成を行い、指導にあたる。 B 活用が進み、個々の

ｃ 「個別の教育支援計画 「個別の指導計画」を作成し、さらに 幼児児童生徒のニー） 」
活用する。 B B B ズに応じた指導をす

(2) 隣接学部間で連絡会議等をも ａ）隣接学部が連絡会議を持ち、入学予定児童生徒の引き継ぎを ることができた。
ち、教育課程の検討とその系統 適正に行う。 B 授業見学・連絡会を
性の推進を図る。 ｂ 「個別の教育支援計画 「個別の指導計画」について、検討 B 行い学部間の引き継） 」、

を進める。 B ぎを円滑に行った。
3 学習指導 (1) 「年間指導計画 ・ 個別の指 ａ 教育内容を精選し 創造的な指導の手だてを工夫し実践する B 情報機器など視覚教」「 ） 、 。

導計画」を基に個に応じた教育 ｂ）授業のねらいや一人一人の目標を共通理解し、効果的な指導 B 材を工夫しわかりや
を推進し、基礎学力の充実・向 をする。 B すい授業実践をし
上を図る。 ｃ）家庭などと連携して学習習慣が身につくようにする。 B B た。新聞紹介や読書

(2) 自ら学ぶ意欲を育て、課題解 ａ）学習意欲や関心を高めるために、教材・教具を工夫しわかり B の取組が学習活動に
決する力を育成する。 やすい授業を実践する。 B よい効果をもたらし

ｂ）情報活用能力と選択能力を育成する。 B た。
(3)言語の豊かな発達を支援する ａ）教科・領域全般を通して、言語習得を促す。 B B。

4 特別活動 (1) 集団や社会の一員としての資 ａ）年間指導計画に基づき、目標と展望を明確にした学級・ホー 全校行事では、学部
質を身に付けた主体的・自主的 ムルーム活動を実施する。 Ｂ 間の連携のもと適切
な児童生徒の育成に努める。 ｂ）児童会・生徒会活動を通して、児童生徒に自主性やリーダー Ｂ Ｂ な指導と円滑な運営

シップなどが育つよう適切な指導を行う。 Ｂ が行えた。生徒の主
ｃ）全校的な協力体制のもと、児童生徒がその意義を理解し、自 体的な活動にも取り
主的・意欲的に参加できるような行事の円滑な運営を行う。 Ｂ 組めた。

・各学部で実情にあ5 生徒指導 (1) 基本的な生活習慣の確立に努 ａ）個々の実態に応じた計画的・組織的な指導を行う。 Ｂ
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った取組を進めためる。 Ｂ
・生徒の良さを引き(2) 好ましい人間関係の育成と個 ａ）個々の良さを認め励ますなど日々の関わりを大切にする。 Ｂ
出す指導に心がけた性の伸長に努める。 ｂ）問題行動などへの対応を迅速かつ組織的に行う。 Ｂ Ｂ Ｂ
・必要に応じて連携(3) 家庭・地域社会・関係機関と ａ）家庭や関係諸機関と緊密に連携する。 Ｂ
したの連携に努める。
学部間の引き継ぎ・6 進路指導 (1) 望ましい勤労観・職業観を身 ａ）適切な進路情報を幅広く収集整理し、積極的かつ適正に活用 Ｂ
連携により、進路情に付け、自らの進路を主体的に する。
報の提供等計画的な切り拓く能力や態度を育成す ｂ）希望する進路の実現に向けて学級活動等において勤労観・職 Ｂ Ｂ Ｂ
進路指導が行えた。る。 業観などの計画的・系統的な指導を行う。
適切な進路指導を行ｃ）進路学習やインターンシップを通して、働くことの意味と責
い個々の職場見学や任を自覚し、社会の一員として生きる力を育成する。 Ａ
インターンシップ体
験を計画的に実施で
きた。

7 人権教育 (1) 基本的人権と生命の尊さにつ ａ）人権教育の推進に向けて校内研修を行う。 Ｂ 「子どもたちの人権
いて理解し、他人を思いやる心 ｂ 自己の障害認識を深めるとともにお互いの個性を認めながら Ｂ 意識をどう育てる） 、
と、たくましく生きる力の育成 自他を尊重する態度や実践力を育てる。 Ｂ か」というテーマで
に努める。 研修会を実施すると

(2) 新京都府人権教育・啓発推進 ａ）年間指導計画に基づき、様々な人権に関する教材づくりを進 Ｂ ともに、各学部・寄
計画に基づき、一人一人の幼児 める中で幼児児童生徒の実態に応じた人権教育に取り組む。 宿舎での幼児児童生
児童生徒が人権問題を正しく理 Ｂ Ｂ 徒の実態や課題に応
解し、その解決に向けて行動で じた人権教育を進め
きる力を育てる。 ることができた。

8 健康・安全 (1) 幼児児童生徒の心身の健康状 ａ）学校保健計画に基づき、定期健康診断・保健調査及び日々の 新型インフルエンザ
教育 況を把握し、その保持増進を図 健康観察を充実させ、心身の健康状況を的確に把握する。 Ｂ の流行に伴い欠席状

る。 ｂ）主治医・学校医・医療機関と連携し、より健康で安心して学 Ｂ Ｂ 況や登校後の健康観
校生活が送れるように支援を行う。 Ｂ 察を行い、学校医及

ｃ）医療専門職派遣事業を活用し、障害や疾病に関する研修を深 Ｂ び関係機関と連携し
め、適切に対応する。 早期対応を図り、感

(2) 幼児児童生徒の実態に応じて ａ）保健指導及び保健学習を通じて、心身の健康に関する認識を Ｂ 染蔓延を予防するこ
健康・安全教育及び食育を進め 高め、基本的な生活習慣を育成する。 とができた。給食指
る。 ｂ）給食指導を通じて、望ましい食習慣の形成を促す。 Ｂ 導及び給食週間等の

ｃ）発達段階に応じた安全指導を行い、安全に対する認識を深め Ｂ Ｂ 取組を通じ食育を進
る。 めることができた。

9 研究・研修 (1) 専門性と教育的指導力の向上 ａ) 全校テーマに基づき、全校研究会を実施する。 B 各学部・室・分掌等
を図る。 ｂ) 研究授業を行い、授業改善に努め指導力を高める。 B における研究・研修

ｃ) 各学部・室・各分掌等において、研究・研修を実施する。 B B は、それぞれの目的
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ｄ）新任教職員等を対象に研修会を実施する。 B に応じて進めること
ｅ) センター研修等、各種研究会を積極的に活用する。 B ができた。

10 学習環境 (1) バリアフリー化を推進する。 ａ）種々の障害に配慮した施設・設備を充実させる。 Ａ ・中、高等部棟玄関
(2) 学習環境の整備に努める。 ａ）学習に必要な施設や機器の整備を行う。 Ｂ のレイアウトを変更

Ａ し、車いす用スロー
プを設置した。
・大型ディスプレイ
による「見える校内
放送」が有意義に活
用されている。本格
的に稼働している。
・授業等での機器の
活用がされている。
地域や大学生ボラン11 危機管理 (1) 危機管理システムの整備充実 ａ）緊急時の対応に備え、危機管理システムを整える。 Ｂ
ティア等の協力を得と活用力を付ける。 ｂ）防犯、火災及び震災等による避難訓練を行う。 Ａ Ｂ
て毎日の通学指導をｃ）研修等を行い、危機管理マニュアルに基づく実践力を身に付 Ｂ
行った。避難訓練等ける。
を通して、危機管理(2) 安心・安全の確保に努める。 ａ）毎月安全点検を行い、校内の安全を確保する。 Ｂ Ｂ
マニュアルに基づくｂ）家庭・地域社会と連携し、登下校の安全を確保する。 Ａ Ｂ
実践力の向上を図っｃ）学校医、学校薬剤師、関係諸機関と連携し、学校環境衛生検 Ｂ
た。査を実施することにより安全を確保する。

(3) 文書・情報管理の適正化を更 ａ 個人情報の扱いやコンピュータウイルス等への対策について Ａ Ａ） 、
に進める。 更に具体的な改善策を検討実施する。

12 家庭・地 (1) 一人一人の教育的ニーズに対 ａ 「個別の教育支援計画」を活用し、家庭、医療、福祉機関等 実態に応じて医療・）
域社会と 応できるよう、関係諸機関との と連携する。 Ｂ Ｂ 福祉・行政と連携を
の連携 連携を深める。 深めることができた

(2) 広報・交流活動を積極的に行 ａ）ホームページの内容を充実する。 Ｂ Ｂ 個々の教育的ニー
う。 ｂ）参観やボランティア講座など、さまざまな機会を捉えて対外 Ｂ Ｂ ズについてさらに共

的な啓発活動を積極的に行う。 通認識し指導計画に
ｃ）ボランティア活動への参加・協力を呼びかける。 Ｂ 反映させることが課

題である。
13 ｾﾝﾀｰ的役 (1) 特別支援教育に関する相談・ ａ）センター的な役割として教育相談・支援を行う。 Ｂ 関係機関と連携し、

割 情報提供を行う。 ｂ）乳幼児児童生徒に対して早期教育・通級指導などの適切な支 教育相談を行った。
援を行う。 Ａ Ｂ 特に山城地区の保健

ｃ）公開参観日や学校公開等、様々な機会に対外的な啓発活動 所と連携し、乳児の
を進める。 Ｂ 巡回相談を保健師と

(2) 他校への支援を行う。 ａ）他校教員等に対して、専門性を生かした支援や助言を行う。 Ｂ Ｂ いっしょに行うこと
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ｂ）本校において聴覚障害教育に関する研修会を開く。 Ｂ Ｂ ができた。人工内耳
ｃ）聴覚障害教育に関する情報及び教材の提供や補聴援助機器の などに関わって、病
貸し出しを行う。 Ｂ 院等との連携に努め

(3) 医療・福祉・労働の関係機関 ａ）医療・福祉・労働・教育機関等の関係諸機関と地域連携協議 た。
等との連携を図る。 会や合同研究会を行う。 Ｂ Ｂ 公開講座を４回実施

した。
特別支援連携協議会
を３回開催しケース
について情報交換な
どを行い、関係機関
との連携を深めるこ
とができた。
手話研修のためのＤ
ＶＤを作製した。

14 学校図書 (1) 幼児児童生徒が本に親しみ、 ａ）適切な図書購入計画による蔵書の充実を進める Ｂ 図書館便りによる啓
館 読書意欲を高めていくために、 ｂ）情報機器による蔵書・資料等の整理を行う。 Ｃ Ｂ Ｂ 発はできたが、検索

蔵書・設備の充実を図り、図書 ｃ）読書や図書館活用のための指導や啓発を行う。 Ｂ システムの確立や読
館の利用を推進する。 書指導の充実を更に

図りたい。
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